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Gifu city 審議事項

（３） 井戸水放流量認定基準について

（２） 下水料金の改定について

（１） 財政計画の改定について

下水料金のあり方について

岐阜市上下水道事業部 1
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第2回審議会の振り返り
財政状況（現行料金の場合）

令和元年度答申時の財政計画における計画と比較して、実績では、料金収入の減少に
伴う収入減、動力費、材料費等の上昇に伴う支出（維持管理経費）の増加により、令
和９年度に補てん財源残高が、令和１０年度に純損益（純利益）が赤字となる見込み
である。
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第2回審議会の振り返り
今後の施設整備計画（下水道事業）

下水道施設の老朽化・耐震化対策について、計画的な更新・改築を継続的に進めて
いくためには、年３７．３億円規模の建設改良費の確保が必要。
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（１）財政計画の改定について

下水道施設の維持管理経費と計画的な老朽化・耐震化対策に
向けた建設改良費が安定的に確保された健全で持続可能な経営
を実現するため、財政計画の改定（料金改定）が必要。

岐阜市上下水道事業部
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方針

改定概要

市民意見交換会での意見や物価高騰等を踏まえ
◆純利益を年平均6.7億円の確保により、
令和8年度から補てん財源10億円以上を確保
◆建設改良費に年平均37.3億円規模の計画的投資を実施
◆令和6年8月から新料金へ改定

財政計画改定（案） 別紙１
⇒ 下水料金改定案（平均改定率9.91％の増額）



Gifu city 純損益（純利益）の見込み
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・料金改定（平均改定率9.91％）を行った場合は、
料金算定期間で、平均6.7億円の純損益が確保できる見込み。
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（億円）
平均6.7億円を確保できる見込み
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・料金改定（平均改定率9.91％）を行った場合は、
Ｒ8年度には10億円の補てん財源が確保できる見込み。

岐阜市上下水道事業部
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◆１０年間を安定的に事業継続する運営を図りつつ、社会・経済情勢
の変化に対応し、経営状況を的確に把握・評価していくなど見直
す区切りとするため、これまで同様、算定期間を4年間（R6～R9）
とする。

料金改定の枠組み

7

（２） 下水料金の改定について

岐阜市上下水道事業部

◆「一般汚水」 「公衆浴場汚水」の2種類に使用用途を区分する
「用途別料金体系」

◆使用水量に関係なく適用される「基本料金」と
使用水量により適用される「従量料金」により構成

料金体系の構成

料金算定期間

現行の料金体系を維持

算定期間を4年間（R6～R9）
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◆原則、固定的経費は基本料金に、変動的経費は従量料金に配分するこ
とが望ましいが、本市の下水道事業会計においては、固定的経費が約
8割を占め、そのまま基本料金のみを割り振る場合、基本料金が高額
となるため、これまで同様、固定的経費の一部を従量料金で賄うもの
とする。

8岐阜市上下水道事業部

経費

料金
収入

「固定的経費」
８０％ （２０２億円）

施設維持管理費、減価償却費など、汚水処理水量の増減に関
係なく固定的に発生する経費

基本料金
約35％ （87億円）

「変動的経費」
２０％ （４９億円）
薬品費、動力費など汚
水処理水量の増減に比
例する経費

従量料金
約65％ （164億円）

算定期間の下水料金で賄うべき経費（見込み）
約２５１億円

固定的経費、変動的経費への割り振りは現行の考え方を維持

経費の料金体系への割り振り
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料金改定案

現行料金 料金改定案使用水量

1～10㎥

1080円

11～20㎥

21～50㎥

51～500㎥

501～10,000㎥

10,001㎥～

35円

132円

146円

153円

166円

159円

31円

120円

133円

140円

148円

155円

基本水量なし 980円

料金改定案：一般汚水

基本料金

従量料金
（1㎥につき）
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改定率

10.2％

12.9％

10.0％

9.8％

9.3％

7.4％

7.1％
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現行料金 料金改定案

基本料金 980円

7円

1080円

8円

24円

従量料金
（1㎥につき）

26円

料金改定案：公衆浴場汚水

1～10㎥

11㎥～

使用水量

基本水量なし

10岐阜市上下水道事業部

料金改定案

改定率

10.2％

14.3％

8.3％
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各種別のモデルケース

平均使
用水量 現行料金 料金改定案 改定率 増額

家事利用 １７㎥ ２，３４３円 ２，５８９円 １０．４９％ ２４６円

学校
幼稚園
保育所用

５５５㎥ ８５，３８２円 ９３，１９７円 ９．１５％ ７，８１５円

公衆浴場用 ７１７㎥ １９，８１９円 ２１，４９６円 ８．４５％ １，６７７円

それ以外 ５６㎥ ８，０５２円 ８，８５２円 ９．９３％ ８００円

※平均使用水量 ： 令和4年度岐阜市水道・下水道統計における実績

11岐阜市上下水道事業部

（1か月あたり）
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中核市の下水料金の比較
中核市下水料金比較 （一般家庭用：１月20㎥使用）

令和５年７月１日現在

■中核市62市中、低いほうから３５番目
改定後は、４５番目

中核市平均
２，６２９円のライン

12

2,739 3,025

1,421

岐阜市上下水道事業部

国の示す下水料金水準
〈公営企業の経営に当たっての留意事項について（平成
２６年８月２９日付総務省公営企業課長等通知（抄）〉

（円）
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県内市の下水料金の比較
県内市下水料金比較 （一般家庭用：１月20㎥使用）

■県内市２１市中、低いほうから４番目
改定後は、7番目

県内市平均
３,120 円のライン
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1,155

4,070

令和５年７月１日現在

国の示す下水料金水準
〈公営企業の経営に当たっての留意事項について（平成
２６年８月２９日付総務省公営企業課長等通知（抄）〉

（円）
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（３） 井戸水放流量認定基準について

○ 下水料金と井戸水放流量認定基準

下水料金の算定（下水道条例第21条第1項）

①基本料金（固定額）
×消費税

②従量料金（汚水放流量※×単価）
※使用者が放流する汚水の量

以下の区分により認定（下水道条例第21条第2項）

(1)水道使用者 ： 水道水の使用水量

(2)井戸使用者（計測器あり）： 計測に基づく水量

(3)井戸使用者（計測器なし）： 管理者が認定する水量

井戸水放流量認定基準（下水道条例施行規程第16条の２）

（以下、「認定基準」）

例）一般家庭 3人世帯 → 第１種 50㎥
飲食店 通勤者数3人 → 第４種エ 88㎥

◆ 使用水量の従量料金単価（R2.4.1施行）

◆ 認定基準による認定件数

◆ 種別

使用水量（㎥） 単価（円）

1～ 20 @31

21～ 40 @120

41～ 100 @133

101～ 1,000 @140

1,001～20,000 @148

20,001以上 @155

種別

第１種 家事用

第２種 －

第３種 公衆浴場用

第
４
種

ア －

イ ホテル及び旅館

ウ 劇場、映画館その他興行場

エ 管理者が定める職種

オ
官公署、事務所及び
ｲ･ｳ･ｴに属さない営業

カ － 14

年度 全体
うち認定 割合

H23 約14.7万件 約2.6万件 17.7%

R4 約16.7万件 約1.9万件 11.4％

岐阜市上下水道事業部
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○ 認定基準の経緯

年度 内容

H23 認定基準の適法性をめぐる訴訟

☞ 名古屋高裁判決（H25）

第1種4人～6人世帯において、計測水量と
１５％以上の乖離が認められる認定基準は違法

岐阜市公営企業経営審議会にて認定基準の妥当性を審議

⇒ 種別の存廃、全種別の水量 及び増加量 を改定

H27 岐阜市公営企業経営審議会にて認定基準の妥当性を審議

⇒ 第１種１人、５人の水量 を改定

R1 岐阜市上下水道事業経営審議会にて認定基準の妥当性を審議

⇒ 第１種３人以外の水量 及び ７人以降の増加量 を改定

〔定義〕井戸のみ使用者（計測）：井戸水のみを使用し、汚水放流量を計測に基づく水量により認定しているもの

井戸のみ使用者（認定）：井戸水のみを使用し、汚水放流量を認定基準により認定しているもの

水道のみ使用者 ：水道水のみを利用し、汚水放流量を水道水の使用水量により認定しているもの

(1) 認定基準の見直しについて

(2) 計測器を設置しない水道・井戸併用者の汚水放流量の算定について

○ ご審議いただきたいこと

岐阜市上下水道事業部

乖離を改善
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認定基準の見直し ～第1種（家事用）～

○ 認定基準（現行）と令和4年度実績※を比較（2か月あたり）
※ 井戸のみ使用者（計測）の実績

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

1 2 3 4 5 6 7

認定基準（現行）

平均放流量

賦課人数
（居住者数） 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人

認定基準
（現行）

㎥
24.0

㎥
38.0

㎥
50.0

㎥
54.0

㎥
61.0

㎥
76.0

㎥
83.0

R
4

平均
放流量

㎥
22.7

㎥
36.9

㎥
47.2

㎥
53.6

㎥
62.2

㎥
69.6

㎥
80.3

乖離率
%

△5.42
％

△2.89
％

△5.60
％

△0.74
％

1.97
％

△8.42
％

△3.25

世帯数
件

577
件

767
件

443
件

318
件

158
件
50

件
21

(㎥)

(人)

○ 方針

大きな乖離はみられない 改定なし

16

以降＋7㎥

対象：約16,000件

岐阜市上下水道事業部
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○ 現状

認定基準 ： 管理者の認定する量

水量決定の要素 （3種） 浴槽の大きさ、利用者数

→ 使用者ごとに個別に認定

（4種イ） 客室数、入居する施設の種別

→ 使用者ごとに個別に認定

対象 ：3種 5件

4種イ 4件

認定基準の見直し ～第3種（公衆浴場用）～
～第4種イ（ホテル及び旅館）～

○ 方針

使用者の申請に基づき個別に対応

岐阜市上下水道事業部

改定なし
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認定基準の見直し
～第4種ウ（劇場、映画館その他興行場）～

○ 現状

○ 方針 改定 ４種ウを廃止し、現在の認定対象者は４種オへ移行
現在の認定対象者への影響

例）

① 現在の認定基準適用者：5件

② 比較対象となるサンプル

井戸のみ使用者（計測）：0件

水道のみ使用者 ：3件

③ 今後の認定基準適用見込み

既存物件：該当なし

新規物件：計測器の設置義務

増加の可能性はほぼない

現行
賦課基準

現行
認定水量

改定後
賦課基準

改定後
認定水量

増減

A事業者 定員80名 48㎥ 通勤者（1～5人）
通勤者（6～10人）
通勤者（11～20人）

29㎥
46㎥
79㎥

減
減
増

種別そのものの在り方を見直す

対象：5件

使用水量が多い事業ではない
☞ 他の種別で代用可能

サンプルが少ない
☞ 認定基準の妥当性判断は困難

岐阜市上下水道事業部
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認定基準の見直し
～第4種エ（管理者が定める職種 ※飲食店、理美容業など）～

○ 認定基準（現行）と令和4年度実績※の比較（2か月あたり）
※ 水道のみ使用者と井戸のみ使用者（計測）を合わせた実績

賦課人数
（通勤者数） 1～2人 3人 4人 5人 6人 7人 8人 9人 10人

認定基準
（現行）

㎥
60.0

㎥
88.0

㎥
116.0

㎥
144.0

㎥
172.0

㎥
200.0

㎥
228.0

㎥
256.0

㎥
284.0

R
4

平均
放流量

㎥
67.4

㎥
73.4

㎥
79.2

㎥
98.9

㎥
97.5

㎥
126.7

㎥
139.0

㎥
148.5

㎥
228.0

乖離率
%

12.33
％

△16.59
％

△31.72
％

△31.32
％

△43.31
％

△36.65
％

△39.04
％

△41.99
％

△19.72

事業所数
件

1,661
件

522
件

285
件

188
件
81

件
49

件
39

件
8

件
82

(㎥)

(人)

賦課人数
（通勤者数） 1～2人 3人 4人 5人 6人 7人 8人 9人 10人

認定基準
（現行）

㎥
60.0

㎥
88.0

㎥
116.0

㎥
144.0

㎥
172.0

㎥
200.0

㎥
228.0

㎥
256.0

㎥
284.0

認定基準
（改定後）

㎥
６７.０

㎥
８４.０

㎥
１０１.０

㎥
１１８.０

㎥
１３５.０

㎥
１５２.０

㎥
１６９.０

㎥
１８６.０

㎥
２０３.０

R
4

平均
放流量

㎥
67.4

㎥
73.4

㎥
79.2

㎥
98.9

㎥
97.5

㎥
126.7

㎥
139.0

㎥
148.5

㎥
228.0

乖離率
%

0.60
％

△12.62
％

△21.58
％

△16.19
％

△27.78
％

△16.64
％

△17.75
％

△20.16
％

12.32

○ 方針 改定 実績と近似直線を基に認定基準を見直す

y = １６.９２x + 33.03
R2 = 0.8424

実績とその傾向を反映させることが必要

(㎥)

(人)

対象：約900件

岐阜市上下水道事業部



Gifu city
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平均放流量
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認定基準の見直し
～第4種オ（事務所、官公署及びイ・ウ・エに属さない営業）～

○ 認定基準（現行）と令和4年度実績※を比較（2か月あたり）
※ 水道のみ使用者と井戸のみ使用者（計測）を合わせた実績

賦課人数
（通勤者数）

人
1～5

人
6～10

人
11～20

人
21～30

人
31～40

人
41～50

人
51～60

認定
（現行）

㎥
42.0

㎥
64.0

㎥
90.0

㎥
116.0

㎥
142.0

㎥
168.0

㎥
194.0

R
4

平均
放流量

㎥
36.2

㎥
47.6

㎥
79.0

㎥
129.6

㎥
137.3

㎥
224.6

㎥
167.3

乖離率
%

△13.81
％

△25.63
％

△12.22
％

11.72
％

△3.31
％

33.69
％

△13.76

事業所数
件

6,255
件

707
件

346
件

120
件
59

件
32

件
20

(㎥)

(人)

賦課人数
（通勤者数）

人
1～5

人
6～10

人
11～20

人
21～30

人
31～40

人
41～50

人
51～60

認定基準
（現行）

㎥
42.0

㎥
64.0

㎥
90.0

㎥
116.0

㎥
142.0

㎥
168.0

㎥
194.0

認定基準
（改定後）

㎥
３６.０

㎥
４８.０

㎥
７７.０

㎥
１０６.０

㎥
１３５.０

㎥
１６４.０

㎥
１９３.０

R
4

平均
放流量

㎥
36.2

㎥
47.6

㎥
79.0

㎥
129.6

㎥
137.3

㎥
224.6

㎥
167.3

乖離率
%

0.56
％

△0.83
％

2.60
％

22.26
％

1.70
％

36.95
％

△13.32

y = ２８.７７x + 2.29
R2 = 0.8439

実績とその傾向を反映させることが必要

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

1～5 6～10 11～20 21～30 31～40 41～50 51～60

認定基準（現行）
認定基準（改定案）
平均放流量

(㎥)

(人)

以降＋29㎥実績

○ 方針 改定 実績と近似直線を基に基準を見直す

対象：約1,400件

以降＋26㎥

岐阜市上下水道事業部



Gifu city
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○ 経緯

年度 内容

H14 岐阜市公営企業経営審議会にて併用者（認定）の算定方法を審議

それまでの算定方法

水道使用量 又は 認定基準 の 多い方

→ 水道のみ使用者と併用者（認定）間で不公平

・一義的には計測器の設置が重要

・水道使用量＋認定基準（全量） が望ましい

☞ 経過的に 認定基準 又は水道使用量＋認定基準×１/２ の いずれか多い方

H23 岐阜市公営企業経営審議会にて併用者（認定）の算定方法を審議

⇒ H14の審議を基に 水道使用量＋認定基準（全量）

現在 ・現在の算定方法に対する懐疑的な見方

・計測器設置推進の結果（H14：約2,700件 → R4：約8,900件）

☞ 実態を把握できる状況 ⇒ よりよい算定方法を探る

計測器を設置しない水道・井戸併用者の
汚水放流量の算定について

〔定義〕 ・併用者：水道水と井戸水を併せて放流するもの

・併用者（計測）：併用者で、井戸分の汚水放流量を計測に基づく水量で認定するもの

・併用者（認定）：併用者で、井戸分の汚水放流量を認定基準により認定するもの

岐阜市上下水道事業部



Gifu city
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併用者（認定）平均放流量

併用者（計測）平均放流量

岐阜市上下水道事業部

○ 併用者（計測）と併用者（認定）の令和4年度実績を比較（2か月あたり）
賦課人数 1人 2人 3人 4人 5人 6人

併用者
（計測）

平均
放流量

㎥
26.9

㎥
43.1

㎥
50.4

㎥
61.5

㎥
70.3

㎥
78.3

世帯数
件

630
件

934
件

458
件

306
件

155
件
66

併用者
（認定
全量）

平均
放流量

㎥
32.4

㎥
52.0

㎥
69.1

㎥
76.2

㎥
84.0

㎥
94.7

乖離率
%

△16.98
％

△17.12
％

△27.06
％

△19.29
％

△16.31
％

△17.32

世帯数
件

1,299
件

1,594
件

736
件

333
件

149
件
57

○ 方針 算定方法を変更 係数を0.8とし、認定基準のいずれか多い方とする

計測器を設置しない水道・井戸併用者の
汚水放流量の算定について

賦課人数 1人 2人 3人 4人 5人 6人

係数0.9
乖離率

%
△10.33

％
△10.58

％
△21.37

％
△13.14

％
△9.76

％
△10.10 75.28

係数０.８
乖離率

%
△２.５４

％
△２.９３

％
△１４.７２

％
△５.９６

％
△２.０９

％
△１.５１ ２９.７５

係数0.7
乖離率

%
6.75

％
6.16

％
△6.84

％
2.50

％
7.00

％
8.90 38.15

係数0.6
乖離率

%
17.98

％
17.12

％
2.65

％
12.64

％
17.95

％
21.77 90.11

係数0.5
乖離率

%
31.86

％
30.61

％
14.29

％
25.00

％
31.40

％
38.10 171.26

水道使用量＋認定基準×係数 とし併用者（計測）との乖離を見直す

加えて、他の使用形態（水道のみ使用者など）との公平性も考慮

乖離率
絶対値
合計

(㎥)

(人)

22

対象：約6,700件
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全量

係数0.8

(人)

(㎥)



Gifu city

(1) 認定基準の見直しについて

(2) 計測器を設置しない水道・井戸併用者の汚水放流量の算定について

23

まとめ

種別 水量（改定前） 水量（改定後）

1
種家事用

1人24㎥
2人38㎥
3人50㎥
4人54㎥
5人61㎥
6人76㎥

以後1人増すごとに
7㎥加えた量 改定なし

4
種

ウ
劇場、映画館、
その他興行場

定員に０.６㎥を乗じた量 廃止

エ
管理者が
定める職種

2人まで６０㎥ 以後1人増すごとに
２８㎥加えた量 2人まで６７㎥ 以後1人増すごとに

１７㎥加えた量

オ
官公署、事務所
及び、イ・ウ・
エに属さない営業

5人まで４２㎥、
6人以上10人
まで６４㎥

以後10人又は
その端数ごとに
２６㎥加えた量

5人まで３６㎥、
6人以上10人
まで４８㎥

以後10人又は
その端数ごとに
２９㎥加えた量

改定前 改定後

水道水全量と井戸水認定水量全量の合算使用量 井水認定水量 又は

水道水全量と井戸水認定水量に０.８を
乗じた水量の合算使用量 の いずれか多い使用量

岐阜市上下水道事業部


